
第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート

※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成

区
分

現状と課題
第７期にお
ける具体的

な取組

目標
（事業内容、指標等）

実施内容 自己評価結果
課題の解決に向けた

質の評価
課題と対応策

自己評価
結果等の

共有

自己評価
結果等の

公表

都へ
の

要望

○高齢者が自発
的に介護予防の
取組を行うために
は、介護予防に
関する知識の普
及啓発による動
機付け及び身近
な地域における
取組の場が必要
である。

○高齢者等に
対する自立支
援・介護予防
の普及啓発

　認知症に関する講演会・研修会の実
施回数：年８回

　介護予防普及啓発事業参加者数：
3,860人

　認知症に関す
る講演会・研修
会の実施回数：
年４回

　介護予防普及
啓発事業参加
者数：997人

自己評価結果【○】

　認知症に関する講演会・研修会：
数値目標には届かなかったものの、
認知症に関する正しい知識や理解
の普及啓発や介護者同士の交流を
図ることができた。

　介護予防普及啓発事業：新型コロ
ナウイルス感染症の流行に伴い多く
の事業を休止したため、参加者数が
減少したが、代替として事業応募者
等に対し、介護予防レターやパンフ
レット等を郵送・配布したり、CATV番
組を作成することで、自宅で介護予
防活動に取り組む機会を提供するこ
とができた。

　認知症に関する講演会・
研修会：テーマや講師の選
定に当たっては、参加者の
アンケートや区民自身が認
知症を自分事として捉え、
考え、適切な行動変容に
つながることを目指した。

　介護予防普及啓発事業：
介護予防レターの発行に
当たっては、QRコードを作
成して介護予防動画への
アクセスを促したり、毎日
の取組を記載できる「体操
塗り絵カレンダー」等を添
付することで、運動習慣の
維持につながるよう心掛け
た。

　認知症に関する講演会・研修
会：
＜課題＞
　日常生活圏域ごとの実施では
テーマのマンネリ化や講師選定
に限界があった。
＜対応策＞
　令和３年度は、１回は大規模な
合同講演会を企画し、その他は
蓄積されたアンケート内容を参考
にして日常生活圏域毎の小規模
な単位での講演会を合計４回実
施する。

　介護予防普及啓発事業：過度
な外出自粛による生活機能の低
下を防ぐため、これまで以上に感
染予防対策を徹底して事業を実
施するとともに、引き続きレター
や動画等を活用して介護予防の
重要性と取組を周知啓発してい
く。

○ ○ なし

○介護サービス
を利用していない
要支援者や、
チェックリストで介
護予防が必要と
判断された特定
高齢者が、互助
的な機能を持つ
介護予防の場に
週１回程度通うこ
とができる地域づ
くりを目指す。

○介護予防の
ための体操等
とともに、住民
同士の助け合
い・支え合い活
動の積極的推
進

　区内での通いの場の開設
　　　　　 　（H29） （H30） （R1） （R2）
　開設団体数 16団体 24団体 32団体 40団体

　※H29は実績値。H30以降は目標値

　区内での通い
の場の開設団
体数：26団体

自己評価結果【○】

　新型コロナウイルス感染拡大のた
め、活動を休止する団体が多くあっ
た。生活支援コーディネーターは、活
動内容や場所の変更などの相談支
援を行うなどし、また「かよい～の」
の代表者連絡会を開催し、コロナ禍
での活動の工夫を共有する場を開
催した。

　「かよい～の」の参加者
アンケートでは、コロナの
中での変化や活用してい
るモバイルなどについても
調査を行った。
　対面での活動がしづらい
状況なので、NPO法人と協
働し、LINEを活用したプ
ラットフォーム構築事業を
開始し、フレイル事業や見
守り相談窓口と連携し、オ
ンラインを通した介護予防
情報を届けた。

　現在の「かよい～の」の活動継
続のための支援、またオンライン
やオンラインと対面を組み合わ
せたハイブリッドの介護予防活動
などの展開を検討していく必要が
ある。また、オーラルフレイルに
ついても活動を検討していく。

○ ○ なし

自己評価結果等の
共有・公表等

第７期介護保険事業計画に記載の内容 令和２年度（年度末実績）
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○身体障害や関
節痛があっても継
続的に参加する
ことのできる運動
法の指導、定期
的な体力測定や
効果測定等につ
いて実施し、要介
護状態になっても
参加し続けること
のできる通いの
場を地域に展開
する必要がある。

○リハビリテー
ション専門職種
との連携

　住民運営の通いの場へのリハビリ専
門職の派遣数：４箇所

　住民運営の通
いの場へのリハ
ビリ専門職の派
遣数：３箇所

自己評価結果【○】

　新型コロナウイルス感染症の影響
はあったものの、前年度より派遣数
を２箇所増やすことができた。前年
度に派遣対象を拡大したことで派遣
を希望する団体が増えてきており、
次年度は更なる拡大が期待できる。

―

　住民主体の介護予防活動の推
進に資する事業として、今後もリ
ハビリ専門職の活用の効果等の
積極的な周知に努め、派遣先の
増を図る。

○ ○ なし

○各地域包括支
援センターを中心
に、個別ケースの
検討を通じたケア
マネジメント支援
及び地域課題の
把握や課題解決
のための地域包
括支援ネットワー
クの構築を図る
必要がある。

○区においては、
個別課題及び地
域課題の検討の
蓄積から区全体
の課題を抽出し、
施策に取り入れ
ていくことが求め
られている。

○しかし、現状、
区の施策への反
映が議論される
第1層会議が開
催できていないこ
とが課題である。

○地域ケア会
議の多職種連
携による取組
の推進

　地域ケア会議の実施：個別会議及び
連絡会議を開催し、課題について検討
を深める。

　地域ケア会議
の実施回数：個
別会議５回、連
絡会議５回
※回数は地域
包括支援セン
ター全体での回
数

自己評価結果【○】

　新型コロナウイルス感染症の影響
から、上半期は原則中止としたが、
抽出した課題に対する対応方法や
地域での取組について検討を深め
ることができた。

―

＜課題＞
　新型コロナウイルスの影響によ
る実施回数の減少もあり、「区全
体の課題の抽出」や「施策への
反映」までを議論する、第１層会
議を開くことができなかった。
＜対応策＞
　令和２年度末時点において、３
年度に第１層会議を実現させる
おおよその道筋はできたため、３
年度は、区と各地域包括支援セ
ンターとの間で、地域課題検討
会議を重ねることで、第１層会議
の実施を目指していく。

○ ○ なし
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○地域包括支援
センターを地域包
括ケアシステムの
中核的な機関とし
て位置付けるとと
もに、地域の課題
や今後求められ
る役割を勘案し、
複合的に機能の
強化を図る必要
がある。

○業務量に応
じた適切な職
員配置、地域
包括支援セン
ター間の総合
調整及び地域
ケア会議運営
等の支援体制
の整備の推進

　地域の見守り機能を強化する。

　各日常生活圏
域のセンターに
見守り相談業務
専任の職員を２
～３人配置し
た。

自己評価結果【◎】

　高齢者数や高齢者のみ世帯が増
加し、地域の見守り機能の強化が求
められる中、見守り業務専任の職員
を適切に配置した。

―

　引き続き、地域の課題や今後
求められる役割を勘案し、複合
的に機能の強化を図る必要があ
る。

○ ○ なし

○口に関するささ
いな衰えが軽視
され、心身機能の
低下につながら
ないよう、歯科衛
生士による口腔
ケアの指導や口
周辺の筋肉を鍛
える体操等を行う
とともに、管理栄
養士による低栄
養等の栄養改善
に関する講義等
を実施し、要介護
状態になることを
予防する必要が
ある。

○口腔機能向
上や低栄養防
止に係る指導

　口腔機能向上教室の実施：年８回

　転倒予防・口腔機能向上教室参加
者数：190人

　口腔機能向上
教室の実施：０
回
　※新型コロナ
ウイルス感染症
拡大防止のた
め中止

　転倒予防・口
腔機能向上教
室参加者数：95
人

自己評価結果【○】

　口腔機能向上教室：教室実施に代
わり、CATV番組「口から始まる健康
長寿　オーラルフレイル予防」を作
成・放映し、自宅での取組を促すこと
ができた。

　転倒予防・口腔機能向上教室：新
型コロナウイルス感染症の流行に伴
い教室を一時中止したものの、歯科
衛生士及び管理栄養士による口腔
機能向上及び栄養改善指導は実施
し、オーラルフレイル予防が参加者
の生活習慣の一部として定着するよ
う働きかけることができた。

―

＜課題＞
　新型コロナウイルス感染症の
流行に伴い、口腔機能の衰えや
低栄養状態が懸念される高齢者
が増加している。
＜対応策＞
　他の介護予防事業やパンフ
レット等も活用し、様々な機会を
とらえてオーラルフレイル予防に
ついて呼びかけを行う。

○ ○ なし
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○要介護認定調
査は、更新申請と
区分変更申請に
ついて居宅介護
支援事業者等へ
委託により実施し
ている。

○認定の適正化
については、調査
票の事後点検の
全件実施を繰り
返すことで、委託
先の事業所も含
めた調査及び調
査票の質が担保
できた。

○調査件数が増
加する一方で、委
託先の調査員の
異動により、認定
調査員研修や事
後点検による指
導内容の継続が
困難なこともあ
る。

○要介護認定
調査を委託し
た場合の公平
公正性の確保

　要介護認定調査員研修の開催：調
査員によって調査内容が異ならないよ
うに、調査項目の判断基準の解説や
特記事項の記載に係る留意点等の確
認及び全国一律の基準に基づいた公
正かつ的確な調査の実施と認定調査
票の記載内容の充実を図っていく。認
定調査項目選択のばらつきのある項
目について、業務分析データを活用
し、ばらつきの改善を図る。また、特記
事項の記載の充実と選択項目の食い
違いを改善する。

　認定調査票の全件点検：委託した認
定調査票の内容について、本区職員
による全件点検を継続することで、公
平公正性を確保する。

　要介護認定調
査員研修の開
催：業務分析
データを読み込
みし、ばらつき
のある項目を再
検証する。ま
た、区認定調査
員と委託調査員
に対し、あいま
いな特記事項の
記載がないか、
未改善点を中心
に研修を行う。

　認定調査票の
全件点検：認定
調査票の区職
員による全件点
検を継続実施す
る。

自己評価結果【△】

　業務分析データ上のばらつきがあ
る項目を確認し、認定に特に影響が
ある項目を研修項目に組み込むと
共に、全件点検で確認したミスの多
い項目を全調査員対象に研修を実
施した。
　全調査員が研修に参加し、不明点
の改善が見られた調査員がいるも
のの、理解度に相変わらず差がある
状況のため、「△」と評価した。

　Zoomによる現任研修と
なり、グループ討議が行え
ない環境となった。研修資
料の見直しをし、理解度が
低い調査項目をPower
Pointによる資料と説明に
より、具体的にかみ砕いて
説明した。過去の現任研
修よりも分かりやすかった
という感想が多く寄せられ
た。

　Zoomによる研修のメリットとし
て、個々が講義に集中できるとい
う事がアンケートに多く寄せられ
た。Zoom環境が整わない委託先
調査員も一部おり、Zoom用に準
備した映像やPower　Pointを会
場参加者に同時に視聴していた
だいている状況である。
　認定調査項目は、認定調査員
テキストと要介護認定等の方法
の見直しに係るQ&Aを根拠として
いることを継続して指導するとと
もに、東京都介護認定審査会運
営適正化委員会による『認定調
査員ハンドブック　問いかけ編』
を研修に活用し、継続した研修と
事後の全件点検が今後も必要で
ある。

○ ○ なし

○介護認定審査
会における適正
な審査判定を行う
ためには、主治
医意見書及び、
認定調査票の精
度を高めることが
必要である。

○11に分かれる
部会において、審
査内容の差が出
ないような平準化
が必要である。

○主治医意見
書についての
地区医師会で
の「研修会」に
おける周知及
び審査会連絡
会における「平
準化」に向けた
取組

　地区医師会「研修会」：
 　  　　　　（H29） （H30） （R1） （Ｒ2）
　参加回数　２回　 ２回　 ２回　 ２回

　審査会連絡会：「認定の適正化・平
準化」をテーマとした企画を盛り込む。
 　  　　　　（H29） （H30） （R1） （Ｒ2）
　開催回数　２回　 ２回　 ２回　 ２回

　地区医師会
「研修会」参加
回数：０回
※新型コロナウ
イルス感染拡大
防止のため開
催中止となっ
た。

　審査会連絡会
開催回数：０回
※新型コロナウ
イルス感染拡大
防止のため開
催中止となっ
た。

自己評価結果【○】

　計画当初は実施できていたが、新
型コロナの影響で、令和２年度は実
施できなかったが、医師会及び介護
認定審査会において、意識の浸透
は進んできている様子がある。

　「主治医意見書」は地区
医師会の主治医以外の医
療機関から入手する方が
多く、特に大学病院をはじ
め、大病院の医師の方々
に浸透させていくことが課
題である。
　また、審査会委員は「任
期」があり、委員入れ替わ
りもあるため、継続しての
取組が必要である。

　大学病院を始め区域内主な医
療機関へは、足を運んでの「出
前講座」なども必要と考えるが、
コロナ禍での取組となり、医療機
関への配慮も必要になる。
　コロナ禍での審査会連絡会は、
オンラインの活用を含め、検討し
ていく必要がある。

○ ○ なし

給
付
適
正
化
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○高齢化率は
年々上昇してお
り、介護を必要と
する高齢者が住
み慣れた地域で
生活を継続できる
よう、必要なサー
ビスを切れ目なく
提供することが必
要である。

○高齢者に対す
る適切な介護や
支援を継続的に
行っていくため
に、介護職員の
資質向上を目的
として、介護サー
ビス事業者等へ
の情報提供や研
修会の取組を推
進していく必要が
ある。

○介護支援専
門員（ケアマネ
ジャー）への研
修・連絡会の
実施等

　居宅介護支援事業者部会：文京区
介護サービス事業者連絡協議会に居
宅介護支援事業者部会を設置し、研
修会・事例検討会を実施する。主任介
護支援専門員（主任ケアマネジャー）
のネットワークの構築に取り組むととも
に、意見交換や研修の場を提供する。
　　　　　　　　（H30）　　（R1）　　（R2）
　実施回数　　４回　　　４回　　　４回

　居宅介護支援
事業者部会実
施回数：７回（う
ち主任介護支援
専門員連絡会：
１回）

自己評価結果【○】

　開催回数目標を達成した。
　介護支援専門員等の資質・実務能
力の向上に資する研修会及び事例
検討会を、会場とZoom併用で実施
し、多数のケアマネジャーの参加を
得た。
　一方で、地域ケアマネジメントの中
核的役割を担う主任ケアマネジャー
を中心としたネットワーク構築につい
て、進め方や区の関わり方について
話し合いが進んでいない。

　研修会のテーマについて
は、参加者にアンケートを
実施し、タイムリーな内容
かを併せて勘案しながら選
定に努めた。また、講師に
ついては、文京区の高齢
者に関する状況を的確に
把握していることが望まし
いことから、区内大学の教
授や医師等に依頼し実施
した。

＜課題＞
　地域の特性も踏まえた介護
サービスの提供が必要である
が、地域包括ケアの中心となる
主任ケアマネジャーと区とのネッ
トワークが構築できていない。
＜対応策＞
　今後も研修会のテーマについ
ては、参加者アンケートの回答を
参考としながらテーマや講師を選
定していく。また、地域包括ケア
の主体である地域包括支援セン
ター担当と連携を取りながら、自
主的な活動への関わりを模索し
ていく。

○ ○

　ケアマ
ネジャー
のネット
ワーク
化に関
し参考と
なる他
自治体
の取組
事例と、
区の関
わり方も
含めた
有効な
進捗管
理の方
法をご
教示い
ただきた
い。

○区は保険者と
して、介護保険
サービスが本来
の趣旨に沿って
給付され、利用者
が安心して介護
保険制度を利用
できる取組を推進
する必要がある。

○福祉用具購
入・住宅改修に
係る利用者宅
訪問調査

　利用者宅訪問調査：訪問調査を行う
ことで、利用者の状態像にあった適正
な利用につなげる。年12回

　利用者宅訪問
調査回数：年14
回

自己評価結果【○】

　開催回数目標を達成した。
　ただし、回数の達成よりも、個別の
ケースにつき適切な利用がなされる
よう案内できることが重要である。

― ― ○ ○ なし

○全ての高齢者
に対し、適切な介
護サービスが提
供されるよう、事
業者に対し法制
度等の正しい理
解を促すことが必
要である。

○事業者に対
し、法制度等の
正しい理解を
促し、適切な介
護サービスを
確保するため
の集団指導及
び実地指導又
は監査

　事業所実地指導及び監査：
　　　　　（H29）　（H30）　（R1）　（R2）
　件数　 30件　 31件　 30件　 30件
　※R1年度までは実績値。R2年度は
目標値。

　事業者実地指
導件数：10件
　　（内訳）
　　　居宅介護
支援 ３件
　　　通所サービ
ス １件
　　　訪問サービ
ス ２件
　　　地域密着
型サービス ４件

自己評価結果【〇】

　新型コロナウイルス感染症の拡大
に伴い事業の一部を中止したが、介
護サービスの適切な提供に資する
べく、感染対策に最大限配慮しつ
つ、必要な実地指導を行った。

　実地指導の際に現地で
行う事業所との質疑応答
においても、現地での回答
に併せ後日機会を別に設
けるなど、回数を重ねて丁
寧に行い、事業所の法的
理解の促進を図った。

　事業者に対しての必要な指導
は適切に行っているが、事業所
数の増加への体制構築が課題
である。

○ ○ なし

給
付
適
正
化
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区
分

現状と課題
第７期にお
ける具体的

な取組

目標
（事業内容、指標等）

実施内容 自己評価結果
課題の解決に向けた

質の評価
課題と対応策

自己評価
結果等の

共有

自己評価
結果等の

公表

都へ
の

要望

自己評価結果等の
共有・公表等

第７期介護保険事業計画に記載の内容 令和２年度（年度末実績）

○高齢者が住み
慣れた地域で有
する能力に応じ
自立した生活を
営むことができる
よう、利用者が必
要とするサービス
を介護事業者が
適切に提供して
いくことが大切で
ある。

○利用者が安心
して介護保険制
度を利用できる取
組を推進する必
要がある。

○苦情・通報
情報の活用

　区民や介護サービス事業者等から
寄せられる相談や苦情及び通報情報
のうち、不適切なサービスが提供され
ていると考えられる場合には、事業者
への事実確認、関係部署への情報提
供、連携体制の構築などを通じて、介
護サービス事業者への助言、指導を
実施する。

　介護保険相談
窓口設置：専門
相談員３人

自己評価結果【○】

　利用者・事業者等から苦情があっ
た場合は、迅速に被通報事業所等
への聞き取り、事実確認を行い、対
応について助言した。また、事業者
指導担当、高齢者相談担当及び高
齢者あんしん相談センター等と情報
を共有し、必要な場合は事業者から
報告書の提出を受け、直接対面で
聞き取りを行い、必要な助言・指導
を実施した。
　通報については、慎重に事実確認
を行う必要があるため、対応に時間
を要している。

　苦情の初期段階で事業
者に助言を行い、迅速か
つ丁寧な対応を依頼する
ことで、ほとんどの苦情に
ついては相談者に納得を
いただけている。しかし、一
部の苦情については繰り
返し訴えが見られることが
ある。
　一方で、通報について
は、通報者への配慮も含
め慎重な対応が必要なこ
とから、不適切な状況に係
る対応の仕組み作りを行う
ことで、スピードアップに結
び付くことが見込まれる。

＜課題＞
　苦情の内容により複数の担当
が関係することがあり、情報共有
及び対応の引継ぎがスムーズに
進まない場合がある。また、小規
模な事業者も多く、苦情対応に
ついて利用者への的確な対応が
できない。
＜対応策＞
　苦情内容及び対応について、
介護サービス事業者連絡協議会
等を通じ事業者に事例を示し情
報共有をすることで、苦情を未然
に防ぐための丁寧な説明や注意
すべき点について周知を行う。

○ ○

　通報・
苦情の
あった
事業者
に対す
る聞き
取りマ
ニュアル
等をご
教示い
ただきた
い。

○区は保険者と
して、介護保険
サービスが本来
の趣旨に沿って
給付され、利用者
が安心して介護
保険制度を利用
できる取組を推進
する必要がある。

○給付費通知
及び縦覧点
検・医療情報と
の突合

　給付費通知：給付費通知を送付する
ことで、利用者自身が介護サービス給
付費や自己負担額を確認し、不正請
求の発見及び抑制につなげる。

　縦覧点検・医療情報との突合：医療
情報と給付情報を突合することで医療
と介護の重複請求の排除を図る。

　給付費通知：
年２回

　縦覧点検・医
療情報との突
合：国保連へ委
託して実施し
た。

自己評価結果【○】

　目標のとおり事業を実施すること
ができた。

― ― ○ ○ なし

給
付
適
正
化
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